
News  Release      

 

                                    平成 27年 9月 24 日 

   

 「「「「香川大学新入学の外国人留学生に対する法令遵守ガイダンス香川大学新入学の外国人留学生に対する法令遵守ガイダンス香川大学新入学の外国人留学生に対する法令遵守ガイダンス香川大学新入学の外国人留学生に対する法令遵守ガイダンス等等等等の開催の開催の開催の開催」について」について」について」について    

 

 

 

 

 

 

 

記 

１.日時／平成 27年 10 月 3 日(土) 

(1) 13：10 ～ 14：20 高松北警察署による法令遵守ガイダンス 

 (2) 14：30 ～ 15：00 本学教員による生活ガイダンス 

(3) 15：30 ～ 17：00 新入学の外国人留学生との交流会  

 

２．場所／香川大学幸町キャンパス 教育学部 415 号室 

 

３．参加者 

(1) 新入学の外国人留学生 約 40名 

(2) 生活サポーター及びチューター（主に日本人学生）約 40 名  

※チューター：指導教員の指導のもとに、外国人留学生に対する教育・研究について個別の課外補講（生活指導等含む）を行う本学学生 

(3) 本学教職員 10 名 

 

４．内容 

(1) 高松北警察署による法令遵守ガイダンス 

    生活習慣や交通ルール等の違いから起きやすい、各種事件、事故を未然に防止するために、主に以下の３ 

点についてガイダンスを行います。 

1) 日本の刑罰法規、遵守事項の周知による注意喚起 

2) 日本の交通ルールやマナー、自転車乗車時の注意事項 

3) 盗難防止、110 番のかけ方など防犯上の注意点 

なお、本学インターナショナルオフィス教員が英語同時通訳を行い、まだ日本語を習得していない留学生

にも対応します。 

本学留学生センターでは、10 月期に入学する外国人留学生に対して、高松北警察署の警察官を講

師に招き、速やかに日本での生活に慣れ、充実した留学生活が送れるよう、日本の法令遵守や交通

ルール、生活安全についてのガイダンスを下記のとおり開催します。 

また、ガイダンス終了後は、国際交流団体の方々等を招き、親睦を深めるため新入学の外国人留

学生との交流会を行います。 



(2) 本学教員による生活ガイダンス 

    大学生活を送るうえでのルールやサポート制度について説明します。 

(3) 新入学の外国人留学生との交流会  

親睦を深め、充実した留学生活を送ってもらうため、地域の国際交流団体の方々、異文化交流会サーク

ルの学生等と交流します。 

 

５．講演者／高松北警察署 警備課、交通安全課、生活安全課警察官 

 

６．その他  

  当日午前中は、本学の寮入居者に対してゴミの出し方や防災などのガイダンスを行います。 

       

 

 

� 問い合わせ先  

香川大学インターナショナルオフィス  中野、キム 

TEL：087-832-1148 FAX：087-832-1192 

E-mail：soryuga2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp 


